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１．はじめに

本稿の課題は，男女間賃金格差の要因分解の代表的な手法である「ブリ

ンダー・ワハカ分解手法」の積極的意義とともにその内在的限界を示すこ

とである。

ここで，ブリンダー・ワハカ分解手法（Blinder-Oaxaca Decomposition 

Technique）（1）とは，人的資本論に基づいて定式化された賃金関数を用い

て，賃金格差を，個人属性の差異に起因する部分と，それらの属性に対す

る市場評価の違いによる部分に分解する手法である。

女性の低賃金と男性との賃金格差の解消にむけては，19世紀後半には

「同一労働同一賃金」，第２次世界大戦後に「同一価値労働同一賃金」原則

が国際条約で謳われ，そして最近では「均等待遇」原則が先進諸国の法律

に取り入れられてきた。女性労働者の高学歴化，長期勤続などに見られる

人的資本の蓄積，そして女性労働者らによる差別撤廃の運動もあって，男

女間の賃金格差は縮小してきた。フルタイムに限定すると，OECD諸国の

男女間賃金格差指数（男性の賃金を100とした時の女性の賃金の割合）は，

過去30年間着実に縮め，2006年には７割台後半から８割台後半である。そ

れに対し，日本は，男女間賃金格差が最も小さく現れる１時間あたりのフ
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ルタイムの所定内給与でみても，2006年に68％であり（「賃金構造基本統

計調査」），日本の男女間賃金格差が極めて大きいことがわかる。

１ヶ月あたりの「決まって支給する現金給与」でみると，パート等を含

む常用労働者全体の男女間の賃金格差は，この30年ほとんど変化なく，５

割前半にとどまる（図１）。これは，非正規雇用者の増加とその多くが女性

であることによる。2008年の金融危機に端を発した実体経済の悪化とそれ

を理由にした「非正規雇用者切り」が横行しており，階層・階級間の賃金・

所得の格差はより一層拡大しつつある。

日本の大きな男女間の賃金格差に対して，裁判などによる女性労働者か

図１　男女間賃金格差の推移（1980～2007年）

注１　賃金は１ヶ月あたりの「決まって支給する現金給与」（所定内給与＋所定外給与）
を用いた。

２　一般労働者とは，一般的な所定労働時間が適用されている常用労働者をさす。
３　一般労働者の1980−1981年は事業所規模10人以上，それ以降は5人以上が，また

パートを含む全労働者は1989年まで事業所規模30人以上，1990年以降は5人以上
が対象。

出所：厚生労働省『賃金構造基本統計調査』，『毎月勤労統計要覧』より作成。
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らの訴えも増え，ILOなどの国際組織から，日本政府に対する男女間賃金

格差の是正勧告は何度も出され，最近では2008年３月にあった。政府は

2001年11月にようやく，日本の男女間賃金格差に関する研究会を厚生労働

省において発足させ報告書をまとめ（厚生労働省雇用均等・児童家庭局

2003），2008年６月から１年間の予定で「変化する賃金・雇用制度の下に

おける男女間賃金格差に関する研究会」を設置した。

なかなか是正されない男女間賃金格差の要因はどこにあり，その要因は

どの程度賃金格差に影響を及ぼすのか，は多くの人の関心事である。これ

らを具体的に示すと考えられるブリンダー・ワハカ分解手法が，海外で

1973年に発表されて以降，1990年代まで多用され，今でも学術雑誌等に散

見される（例えば，Akbari 2004, Olivetti and Retrongolo 2005）。他方で，

欧米の先行研究は，ブリンダー・ワハカ分解手法の問題点も部分的にだが

指摘している。

日本においては1990年代後半以降複数の先行研究で使われており，先述

の厚生労働省の２つの研究会でも，ブリンダー・ワハカ分解手法を用いた

男女間賃金格差の分析が行われている。先行研究の多くが賃金構造基本統

計調査を用い一般労働者の男女間賃金格差を分析した推計結果は基本的に

共通している。すなわち，日本の男女間賃金格差の主因は，労働者属性の

男女差にあるが，要因ごとに分解すると年齢に対する市場評価が男女で違

うことが最大の原因であるとしている。しかし，日本における先行研究は，

諸外国で指摘されたブリンダー・ワハカ分解手法の問題点，そして杉橋

（1998）が日本で最初にその限界・問題点をある程度包括的に指摘したも

のの，それらを考慮せず無批判に利用し，当該手法を用いるのが科学的で

客観的であるかのように認識され受容され続けている。

筆者は，ブリンダー・ワハカ分解手法を検討する際に，社会統計学を理

論的基盤として日本で展開してきたジェンダー統計論の視角を基礎にする

ことが必要であると考える。すなわち，ブリンダー・ワハカ分解手法が前

提とする経済理論や仮定が，そして要因分解の方法が，男女労働者の現状

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界



56

を反映しているか，ジェンダー・ニュートラルかなどの点を検討する必要

がある。それによって初めてブリンダー・ワハカ分解手法による男女間賃

金格差の分析結果の使い方を判断することが可能になる。

そこで，ブリンダー・ワハカ分解手法を検討する際の留意点と筆者の基

本的観点など，本稿で直接触れない内容も含めて，あらかじめ，簡単に示

しておきたい。

第一に，そもそも，ブリンダー・ワハカ分解手法は，賃金が労働者個人

の限界生産性によって決まるという新古典派経済学を理論的に前提してお

り，実際にまた賃金を個人のさまざまな属性に還元しようとする。しかし，

「おわりに」で述べるが，男女の賃金の大きさや男女間賃金格差の程度を規

定する要因として，個人の属性には還元することができないような，大枠

としての賃金制度や賃金構造を，筆者は重視している。

第二に，賃金差別を生む社会的構造は男女間にだけあるのではない。む

しろ，もともと差別を生み出す構造があって，それが男女間でも生まれて

いると考えるべきであろう。実際にまた，例えば，男女間での賃金格差が

非正規・正規雇用間での賃金格差に連動しているということは明らかであ

ろう。そして，もしそうならば，男女間での賃金差別の解消は他の賃金差

別の解消と連動している。したがって，分析においても男女間だけではな

く，他の賃金差別も考慮する必要がある。

第三に，たとえば，もし男女平等化が低い賃金水準で達成されたとして

も，それは社会問題としての男女間差別の問題の解にはならないであろう。

現実の社会問題としては，賃金格差の減少は，常に一定の賃金水準のもと

でなされるし，賃金水準の大きさに応じてその社会的意味を異にする。賃

金水準は，支払われる賃金だけでなく，公的な社会保障を含めて「人たる

に値する生活」を営めることを，基準にすべきであろう。従って，分析に

おいても，賃金格差だけではなく，賃金水準も考慮されるべきである。

第四に，そもそもブリンダー・ワハカ分解手法を使っても，勤続年数な

どの労働者属性の男女差と労働市場による女性差別を厳密に分解すること
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は不可能である。ここで女性差別とは，実質的な男女間の平等を損なう性

に基づいた経済的・社会的な区別および社会的な活動からの排除・制限を

意味し，本稿では差別を広義に解釈する（2）。筆者は，後述するように，労

働者属性毎の労働者分布の男女差には，ブリンダー・ワハカ分解手法で言

うところの「格差」と「差別」が混在している，すなわち，労働市場内外

における差別や現在の労働市場に内在する差別に対する女性たちの対応の

結果が「格差」には含まれると考える。ただし，本稿では，ブリンダー・

ワハカ分解手法による区別を前提した上で，その妥当性を検討する。その

際，ブリンダー・ワハカ分解手法から導かれる「格差」と「差別」には，

「」をつけて区別する（3）。

以上の諸点を踏まえるが，本稿の目的はブリンダー・ワハカ分解手法そ

のものの内在的限界を明らかにすることである（4）。以下の順で論じる。２

節では，ブリンダー・ワハカ分解手法を紹介し，図解して，日本の先行研

究を概観する。３節では，ブリンダー・ワハカ分解手法の意義と内在的限

界を述べる。

２．ブリンダー・ワハカ分解手法の紹介と先行研究の概要

ブリンダー・ワハカ分解手法は，Blinder（1973）とOaxaca（1973）がそ

れぞれ人的資本論にもとづいて男女間賃金格差を分解する際に用いたのが

始まりで，その後アメリカをはじめ国際的に男女間賃金格差の分析で最も

頻繁に使われる手法となった。ブリンダー・ワハカ分解手法の特徴は，賃

金格差を，①生産性に関連する労働者属性が男女で違うことに起因する賃

金格差の部分と，②同一の属性をもつ男女に対して評価が違うことによっ

て生じる賃金格差の部分の２つに分解できると考えられることにある（図

２）。新古典派経済学によれば，①が合理的な「格差」であって，②が労働

者の属性の男女差で説明できない賃金格差なので，「差別」と考えられる。

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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後述するように，ブリンダー・ワハカ分解手法を修正した賃金格差の要

因分解手法（Neumark 1988, Oaxaca and Ransom 1944）が近年使われてい

るが，本稿の主題とは関係ないので，ここでは取りあげず，元来のブリン

ダー・ワハカ分解手法の手続きを説明する。

２.１．ブリンダー・ワハカ分解手法の手続き

まず，労働者個人  の賃金 （対数表示）は，賃金に影響を与えると考

えられる労働者属性  との関係に次のような線形関係が成立すると考え

る。（1）を賃金関数という。

  （1）

ここで， は定数項，  は説明変数， はその係数，  は誤差項である。

説明変数とは，賃金に影響を与えると考えられる要因で，通常年齢，勤続

年数，学歴などが用いられる。これら複数の説明変数を区別するために添

え字の  が使われている。 は，各属性（説明変数）に対して市場がもた

らした見返り，属性に対する評価を反映している。 は，例えば勤続年数

が１年増えると賃金がどの程度上昇（低下）するかを示す。 は，例えば

変数として勤続年数をとるならば，一般的に初任給と考えられる。この

と は属性そのものの違いではないので，もし男女間でその値が異なるな

らば，それは「差別」とみなされる。誤差項は，確率誤差と省略された変

数の影響を反映しているので，賃金に影響は及ぼすものの統計的に観測さ

れない要因である。

属性や市場の評価（ ）は男女で異なることが想定されることから，（1）

図２

②同一の属性をもつ男女の労
働者に対して評価が違うこと
で生じる賃金格差（「差別」）

①労働者属性の男女の
違いによる賃金格差

（「格差」）
男女間賃金格差
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式を男性と女性の賃金関数に分ける必要がある。（2）と（3）は平均値でみ

た男女それぞれの賃金関数である。

  （2）

  （3）

ここで，添え字の ，  は，それぞれ男性，女性をさす。バー（−）は

平均を意味する。また，誤差項  の平均値は０となるため，平均値でみた

賃金関数である（2），（3）式には，誤差項が含まれない。

個々の属性に対し男女平等に評価されていれば，すなわち「差別」がな

ければ，あるいは，男性の賃金構造で女性の賃金が支払われている時の，

「差別」されていない女性の賃金関数は（4）のように示すことが出来る。

  （4）

「差別」がない状況での男女の賃金格差は，男性の賃金関数（2）から，

「差別」がないという仮定のもとでの女性の賃金関数の（4）式を引くこと

で求められる。

  （5）

（5）式は，属性に対する評価（ ）は男女ともに で同じだから，男女

の属性の違い（ ）に帰着できる賃金「格差」を反映している。

次に「差別」がないという仮定の下での女性の賃金と，実際の女性の賃

金との格差は，（4）式から（3）式を引いて求められる。

 （6）

右辺の第１項は定数項の男女差，第２項は同一の属性（ ）に対する評

価が男女で異なる部分（ ），つまりどちらも賃金「差別」を示して

いる。

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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そして，（5）式と（6）式を足せば（7）式が成立する。

  （7）

左辺が示している平均賃金の男女格差は，右辺の第１項の男性の見返り

（ ）で評価された男性と女性の属性の違い（ ）による部分（「格

差」），第２項の定数項の男女差（ ）および第３項の，女性の属性

（ ）に対する見返りの男女差（ ）による部分（「差別」）に分解さ

れる。

なお，（7）式のように男性の賃金構造（ ）ではなく，女性の賃金構造

（ ）で支払われると仮定することも可能である（（8）式）。

  
（8）

 か  のどちらかが成立しなければ，（7）式と（8）式で

は分解結果が異なる。これは「インデックス問題（index problem）」と一

般に言われている。この問題を解決する方法がNeumark（1988）やOaxaca 

and Ransom（1994）で提案され，現在では日本の先行研究でも使われてい

る（金子・杉橋・山下 2006，堀 2003，労働政策研究・研修機構 2008）（5）。

しかし，ブリンダー・ワハカ分解手法の理論的前提に大きな変化はないの

で，以下では，オリジナルのブリンダー・ワハカ分解手法のみを検討する。

２.２．ブリンダー・ワハカ分解手法の図解

ブリンダー・ワハカ分解手法を簡単な例を用いて図解し，（7）式と（8）

式の違いも図を用いて説明しよう（6）。ここでは内容を単純化するために，

賃金は勤務年数（ ）の長短で決まり，女性は男性より勤続年数の平均値

が短く（ ），初任給や労働市場による評価も女性が男性より低い，

と仮定する。

まず，労働市場における差別がない，つまり，勤続年数に対する評価が

男女同一であり（ ），初任給も男女一緒である（ ）
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状況を考えよう。この状況を図示したのが，図３−１である。Ｙ軸が賃金

額を，Ｘ軸が勤続年数を示す。女性の平均賃金（ ）は，初任給＋勤続

年数の係数×女性の勤続年数（ ）の式から求められる。男性の平

均賃金も同様に計算できる。Ｙ軸に示されたように男性の賃金が女性より

賃金が高いが，その賃金格差（ ）は，勤続年数に対する市場評価

である係数（ ）を乗じた，男女の勤続年数の差（ ）によって説明

できる（ ）。この場合，男女間賃金格差の原因は勤続年数の男

女差にあり，もし女性が男性と同じ勤続年数であれば，賃金額は男女で同

じになることを示している。

次に，勤続年数の男女差に加えて，初任給に男女差があるケースを考え

よう（図３−２）。この場合，勤続年数に対する評価は男女に差はないが，

勤続年数の男女差と初任給の男女差によって，男女間に賃金差が生じる。

たとえ女性が男性と同じ勤続年数であったとしても，初任給の男女差によ

り，賃金格差がもたらされることになる。男女間賃金格差は，勤続年数で

は説明できない初任給の男女差の部分（「差別」）と，そして勤続年数の男

女差（ ）によって説明できる合理的な「格差」の２つの要素に

よって生じることとなる。

次に想定するのは，初任給は男女一緒だが，勤続年数に対する評価が男

女で異なる場合である（図３−３）。これは，勤続年数の延長に伴い，男女

間の賃金格差が拡大することを意味する。この時の男女間賃金格差は，傾

き（係数， ）の男女差と勤続年数の男女差によって生じることとなる。

男女間賃金格差は，先に述べたが，２通りの分解方法がある。すなわち

（7）式のように男性の勤続年数に対する評価（ ）に基づくか，あるいは

（8）式のように女性の勤続年数に対する評価（ ）を使う場合である。ま

ず，（7）式をベースにした分解を考える（点線の囲み）。男性の賃金線（M）

と女性の平均勤続年数（ ）が交わるところの賃金額が，（4）式で示した

ように，女性が男性のように評価（ ）された時に支払われる賃金（ ）

で あ る。 こ の 仮 定 さ れ た 女 性 の 賃 金 と 実 際 の 男 性 の 賃 金 と の 格 差

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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図３　ブリンダー・ワハカ分解手法の説明図
図３−１　定数項と係数が男女同一の場合（  かつ ）

勤続年数

賃金

勤続年数の男女差によ
って生じた賃金「格差」

M,F

図３−２　係数は男女で同じ（ ）だが，定数項が男女で異なる
（ ）場合

勤続年数

賃金 M

F
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図３−３　定数項は男女で同じ（ ）だが，係数が男女で違う
（ ）場合

勤続年数

賃金

M

F

図３−４　定数項も係数も男女で異なる場合（ かつ ）

勤続年数

賃金
M

F

出所：Sugihashi （2003） Figure 5.2. pp.136-7.

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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（ ）は，男性の見返り（ ）で評価された男性と女性の平均勤続

年数の違いによる（ ）。したがって，この部分は，属性の差に

よって説明される「格差」と考えられる。他方，差別がないという仮定の

下での女性の賃金と実際の女性の賃金との格差（ ）は，女性の勤

続年数に対する見返りの男女差で表現され（ ），属性の差では

説明できない賃金格差なので「差別」にあたる。次に，（8）式についてみ

れば（実線の囲み），女性の賃金線（Ｆ）と男性の勤続年数との交点が，

男性が女性のように評価（ ）された時に支払われる賃金額（ ）

である。他は，（7）式の説明と類似するので，解説を省略し図示のみとす

る。

最後は，すべての条件が男女で異なる（ ）と

いう，より複雑で現実に近いケースである（図３−４）。これは，初任給が

男女で違う点（ ）が「差別」に加えられるということを除いて，

図３−３の解説がそのまま当てはまる。

実際のブリンダー・ワハカ分解手法では複数の説明変数が使われるので，

上記のように単純化できないが，ブリンダー・ワハカ分解手法の基本的考

えは図示されている。

２.３． 日本におけるブリンダー・ワハカ分解手法を使った男女間賃金格

差研究の概要

ブリンダー・ワハカ分解手法を用いた男女間賃金格差研究は，海外と比

べると少ないとはいえ，1990以降に複数出た（7）。そのうちの一部の分解結

果を示したのが表１である。先行研究の概要の紹介は，中田（1997〔（23）〕）

以降に焦点をおく（8）。

次の条件により要因分解の結果（表１の［5］と［6］の割合）は異なる。

すなわち，使用するデータ（政府統計か民間統計か，地域が限定されてい

るか），対象労働者の範囲（パートを含むかなど），賃金の範囲（所定内給

与，所定外給与，ボーナスなど），賃金の単位（時間，日，月，年など），
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表１  日本の男女間賃金格差の要因分解の結果―一部の先行研究―

年

［1］

GWD
賃構
［2］

GWD

［3］

調整
GWD
［4］

｢格差｣
（%）
［5］

｢差別｣
（%）
［6］

分析者（発表年） 使用した統計

1976 59 59 85 64 36 八代 （1980） 賃構
1977 59 　 　 　 　 　
1978 59 62 88 69 31 樋口 （1991） 賃構 個票
1979 59 　 　 　 　 　
1980 59 　 　 　 　 　
1981 59 　 　 　 　 　
1982 59 　 　 　 　 　
1983 59 56 83 61 39 樋口 （1991） 賃構 個票
1984 59 　 　 　 　 　
1985 60 　 　 　 　 　
1986 60 　 　 　 　 　

1987 61 58 87 69 31 冨田 （1992） 大阪府「賃金事情調査報告」卸・小売
業に限定

〃 70 78 26 74 冨田 （1992） 大阪府「賃金事情調査報告」卸・小売
業に限定−長期勤続者

1988 61 57 82 58 42 樋口 （1991） 賃構 個票
1989 60 　 　 　 　 　
1990 60 61 77 40 60 川口（2005）賃構 個票
〃 ― ― 53 47 堀（2003）賃構 個票（パートを含む）−職階を除く
〃 ― ― 70 30 堀（2003）賃構 個票（パートを含む）−職階を含む

1991 61 　 　 　 　 　
1992 62 　 　 　 　 　

1993 62 52 83 64 36 中田 （1997）賃構と ｢賃金労働時間制度等総合調査」 
個票

…

2000 66 67 79 36 64 川口（2005）賃構 個票
〃 ― ― 57 44 堀（2003）賃構 個票（パートを含む）−職階を除く
〃 ― ― 71 29 堀（2003）賃構 個票（パートを含む）−職階を含む
〃 ― ― 46 54 労働政策研究・研修機構（2008）賃構−職階を除く
〃 ― ― 62 38 労働政策研究・研修機構（2008）賃構−職階を含む

2006 ― ― 43 57 労働政策研究・研修機構（2008）賃構−職階を除く
〃 ― ― 59 41 労働政策研究・研修機構（2008）賃構−職階を含む

注１　分析者によってデータ，対象労働者の範囲，賃金の範囲や単位，そして説明変数などが違
う。

２　GWD賃構［2］：「賃構」（『賃金構造基本統計調査』の略）に示された，一般常用労働者の，
１時間あたり所定内給与の男女間格差（GWD: Gender Wage Differentials）指数（男性の
賃金を100とした時の女性の賃金の割合）をさす。

３　GWD［3］：分析者が用いたデータから求められた男女間賃金格差指数。
４　GWD［4］：「格差」が解消された，すなわち，男女が同じ労働者属性を持つ場合に生じう

る賃金格差。
５　［5］と［6］：ブリンダー・ワハカ分解手法によって男女間賃金格差を分解した「格差」と

「差別」の割合を示し，２つをあわせると100％になる。
６　小数点以下は丸めた。
７　［3］と［4］の「−」は，堀（2003）および労働政策研究・研修機構（2008）に男女間賃

金格差指数が示されていなかったことを示す。

出所：Sugihashi （2003）のTable 6.2（p.150）に加筆した。

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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そして説明変数の種類，などである。例えば冨田（1992）によると，大阪

府の卸・小売業に勤める男女の賃金格差を分解した結果は，「格差」が69％

であったのに対し，長期勤続者（30歳以上で経験年数と勤続年数の差が５

年未満の者，と定義されている）に限定すると26％となる。他方，八代

（1980）と中田（1997）は同じ分解結果（64：36）であるが，使われた変

数は，八代の場合，企業規模，学歴，勤続年数の３つに対し，中田は年齢，

勤続年数，労働組合の有無，職階，企業規模，産業，労働時間，学歴，地

域の11と，大きく異なる。八代は，産業の変数は企業規模の変数と重複し，

職階は年齢・勤続年数に帰因すると考え，３つとした。中田は，男女間賃

金格差の要因を分析するには「労働サービスの内容を規定する諸々の労働

生産要素…中略…を，可能な限り取り込んだ賃金関数を推定する必要があ

る」（中田 1997 p.182）とし，賃構だけではなく，｢賃金労働時間制度等総

合調査｣ の個票も使って，多くの説明変数を賃金関数に加えた。

分析者によって分解結果は様々だが，総じて日本のフルタイムで働く男

女の賃金格差の主因は，労働者の属性の男女差（「格差」）にあり，労働市

場による「差別」ではないという点で基本的に共通している。

中田（1997）も，①賃金格差のうち「格差」が６割以上を説明するとし

たが，②説明変数ごとに分解してみると，年齢に対する男女の賃金評価が

大きく異なることが男女間賃金格差の主たる要因であることを示した。②

の結果は注目され，中田（1997）以降の日本の先行研究で，変数ごとに要

因分解する方法が採用されている。

川口（2005）は，勤続年数，潜在的外部経験年数（＝年齢−勤続年数−

卒業時年齢），地域，学歴，企業規模，職階，産業の変数を用い，フルタイ

ムの男女間賃金格差を分解した。その結果は，先行研究と異なり，男女間

賃金格差の６割が「差別」によることを示した。「差別」の説明力が大きい

のは，おそらく第一に，多くの先行研究が説明変数に年齢を使っていたの

に対し，川口は「潜在的外部経験年数」（9）を用いたこと，第二に，多くが

30人以上の事業所に限定しているのに対し，川口は５人以上と小規模事業
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所を含めたことによると考えられる（p.63）。さらに属性別に分解すると，

男女間賃金格差の主因は，女性の勤続年数が男性より短いこと（勤続年数

の「格差」）と「潜在的外部経験年数」および勤続年数に対する評価が男女

で異なること（「差別」），にあると川口は指摘する。

堀（2003）は，年齢，勤続年数，学歴，産業，企業規模，パートか否か，

職階を説明変数として用いるが，職階を含むモデルと含まないモデルの２

種類に分けて，パートを含む男女の常用労働者の賃金格差を要因分解した。

堀によると，職階は重要な説明変数だが，「賃構」では職階を，企業規模

100人以上の企業に雇用される人にのみ調査しているので，職階の変数を

加えることは100人未満の企業の被用者を分析対象に含まないことになる

ため，職階を含むモデル（企業規模100人以上）と職階を含まないモデル

（同10人以上）という２種類の要因分解を行う必要があるという（p.39）。

分解結果は次の通りである。職階を説明変数から除いた場合，1990年の男

女間賃金格差のうち53％が「格差」によるが，職階を加えると，それが70

％となった。変数別に分解すると，年齢に対する労働市場の評価が男女で

違うこと（「差別」）が，男女間賃金格差の主因であり，その傾向は，職階

を含めても含めなくても変わらない。

堀（2003）とかなり類似の分析方法を使ったのが，労働政策研究・研修

機構（2008）である。しかし，分析対象をフルタイム労働者に限定し，パ

ートか否かの説明変数を除き，地域の変数を加えた以外は，堀（2003）と

同じで，職階を含む場合と含まない場合の２種類のモデルに分けて要因分

解を行った（10）。職階を除くと，労働市場による「差別」の方が2000年も

2006年も男女間賃金格差の半分以上を説明するが，職階を含めると，「格

差」が半分以上に逆転（６割）する。いずれにしても，年齢の「差別」と

勤続年数の ｢格差｣ による影響が大きいという。

総じて，ブリンダー・ワハカ分解手法を用いた日本の先行研究では， 

①日本の男女間賃金格差の主な要因は，労働者の属性の男女差，すなわち

合理的な「格差」によるのだが，②属性別に要因分解すると，男女間賃金

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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格差の決定的な要因は，年齢に対する労働市場の評価が違う，つまり年齢

を基準にした賃金「差別」にあるとし，副次的に女性の勤続年数が男性よ

り短いことも影響しているという共通した分析結果が出されている。

３．ブリンダー・ワハカ分解手法の意義と限界・問題点

３.１．意義

前節からわかるように，ブリンダー・ワハカ分解手法の特徴は，回帰分

析の特徴を活かして，賃金に影響を及ぼすと考えられる様々な労働者属性

を賃金関数で統一的に一挙に取り扱い，そして男女間賃金格差の要因とし

て，労働者属性の男女差に起因する部分（「格差」）とその差では説明でき

ない部分（「差別」）の２つに分解する点である。この特徴から出てくるブ

リンダー・ワハカ分解手法の肯定的・積極的な意義は，「格差」と「差別」

の大きさを数量化することで，可視化できる点にある。これにより，もし

分解結果が現実を正確に反映しているならば，男女間賃金格差の是正に向

けて，解決すべき政策的な努力の方向性が与えられることになる。そして，

もし「差別」をもたらすそれぞれの要因の相対的な大きさを比較すること

ができるならば，どこから優先的に，そしてどのくらいの力を注いで解決

していくのが差別解消への近道なのかを判断する目印になるであろう。し

かし，それと同時に，手法の特徴が，手法そのものの内在的な限界を劃し

ている。

３.２．限界

３.２.１． 「格差」と「差別」の大きさは，利用する説明変数によって，

変化するという問題。

当然のことながら，そもそも，この分析手法で用いられる説明変数は，

統計調査で調べられた事項だけに限られる。そして，より一層重要なのは，
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もともと限られた説明変数をさらに分析者が分析目的などに応じて「恣意

的」（Grimshaw and Rubery 2001）に選択することである。ところが，ど

の説明変数を賃金関数に加えるかは，次に指摘する限界とも関連するが，

賃金関数の推定結果，そして「格差」と「差別」の大きさに影響する重要

な問題なのである。

３.２.２．労働者の属性の男女差に影響を与えている差別の軽視・無視。

ブリンダー・ワハカ分解手法では，勤続年数，学歴などの労働者属性の

男女差による賃金の格差を合理的とし，それ以外，すなわち同じ労働者属

性をもつ労働者に対し異なる賃金額が支払われる場合を「差別」と捉えて

いる。

これをブリンダー・ワハカ分解手法の理論的基盤である新古典派経済学

の理論に基づいて単純に言い換えると，賃金は限界生産性に等しく設定さ

れているのが合理的であり，限界生産性からの乖離は経済的合理性を欠く

と考えらている。個人の生産性に関連すると想定される労働者属性が男女

で違うことは，生産性の男女差によって生じる男女間賃金格差と理解され

「合理的」とされる。他方，生産性が男女で同じにもかかわらず賃金額が男

女で異なっている場合は「非合理的」で「差別」と捉えられている。

ここで問題になるのは，第１に，「合理的な格差」には差別―すなわち，

社会的に形成された性差によってもたらされた性に基づく区別・排除・制

限―がまったく影響を及ぼしていないか，であり，これに関連して，第２

に，性差別の影響を強く受けている労働者属性を賃金関数の説明変数に加

えることの妥当性，である。

第１の点については，すでに海外の先行研究においても問題にされ，労

働者属性そのものに性差別が影響している可能性があることは指摘されて

いる（Blau and Ferber 1986, Cain 1986, Gunderson 1989, Oaxaca 1973, 

Treiman and Hartmann 1981, 杉橋 1998）（11）。すなわち，労働者属性の男女

差は，労働市場内や労働市場外における差別の影響を受けているか，現在

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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の労働市場に内在する差別に対する女性たちの対応の結果かもしれない。

男性より短い女性の勤続年数を例にこれを説明しよう。女性が結婚や出

産後専業主婦になることを積極的に選択した時に生じた，女性の男性より

短い勤続年数は，格差と把握してもよいだろう。しかし，周知の通り，女

性の勤続年数が短いのは，このような女性の積極的な選択による結果だけ

ではない。企業が，仕事の取上げや通勤困難なところへの転勤などの形で，

妊婦を含む女性に対してハラスメントを行ったり，既婚女性の査定を低く

設定したり，育児や介護休暇の取得が困難な職場環境であったりなどの理

由で，また，育児や介護の社会的サービスが不十分であったり，家庭内で

の家事・育児・介護などの負担が女性に偏在するなどの理由もあって，女

性が就業を断念するケースは少なくない。このような職場内や労働市場内

外の要因によって女性の勤続年数が短くなった結果を，個人の選択による

「格差」と捉えるのは単純で一面的である。

同じことは，例えば，職階についても当てはまる。役職に昇進する機会

が男女に平等に与えられていたとしても，昇進・昇格の際の面接や試験な

どで不当に扱われる場合もある。こうした背景を無視して，役職の男女差

を，男女の選好の違いとするのは誤謬である。

第２は，性差別に関わる属性を生産性に関係する要因として説明変数に

加えることの問題である。

これについては，ブリンダー・ワハカ分解手法の発案者の１人であるワ

ハカが，「推定された差別の大きさは賃金関数で使われる制御変数（control 

variables，筆者注：この文脈では説明変数と同義）の選択によるのは明ら

かである」とすでに指摘している（Oaxaca 1973 p.699）。

これは，特により多くの説明変数，あるいは労働市場などによる差別の

影響を大きく受けた変数―例えば職階，性別職業分離，雇用形態など―を

加えた場合には，労働者属性の差による賃金格差（（7）式の右辺第１項）

の割合が大きくなり，「差別」（第２項と第３項）の割合がその分小さくな

る。
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これを，実際の政府統計データを用いて実証したのが図４である。1998/9

年のイギリスの「労働力調査」のミクロデータを用いて，フルタイム男女

の１時間あたりの賃金をブリンダー・ワハカ分解手法で分解した結果であ

る（Sugihashi 2003）（12）。

（1）は人的資本として，年齢，教育，職業訓練，勤続年数の４つを，（2）

は，（1）に，その他の差別の影響が小さい変数（事業所規模，フレックス

タイム制の適用の有無，シフト制適用の有無，週末労働の有無，組合員か

図４　イギリス　フルタイム男女間賃金格差の要因分解結果
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注１　イギリスの1998/1999の「労働力調査」のミクロデータを使って，フルタイム男女
間の時給格差をみた。詳細は〔（15）〕を参照のこと。

注２　（1）～（7）は，モデルが違う。差別の影響度の低いと考えられる変数から影響度の
高い変数を，分解手法のモデルに順次加えた。具体的には以下の通り。

（1）＝人的資本変数（年齢，教育，職業訓練，勤続年数）
（2）＝（1）＋その他の差別の影響が小さい変数（事業所規模，フレックスタイム制の適

用の有無，シフト制適用の有無，週末労働の有無，組合員かどうか，地域，事業
所までの交通時間）

（3）＝（2）＋産業
（4）＝（3）＋職業
（5）＝（4）＋雇用主が支払う訓練に参加したかどうか
（6）＝（5）＋役職
（7）＝（6）＋女性職で働くか否か

出所：Sugihashi（2003）のTable7.5（p.194）をもとに作成。

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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どうか，地域，事業所までの交通時間）の11の変数を，（3）は（2）に産

業を加えた12の変数で，（4）は（3）に職業を加えた13の変数，（5）は（4）

に ｢雇用主が支払う訓練に参加したかどうか｣ を加えた14の変数，（6）は

（5）に役職を加えた15の変数，最後の（7）は（6）に女性職で働くか否か

を加えた16の変数を用いた。

人的資本変数のみを用いたモデル（1）では，男女間賃金格差のほとんど

が「差別」によって説明される（男女間賃金格差の99.7％）が，性別職務

分離を含む全ての変数を加えたモデル（7）によると，「差別」の大きさは

約半分（53.4％）にまで減ずる。

このように労働者属性の男女差による賃金格差と「差別」の大きさは，

利用する説明変数によって変化するし，差別による影響が大きい属性ほど，

属性の「格差」の部分を拡大する，という表面的な結果をもたらす。

こうした問題を避けるために，Gunderson（1989〔（7） p.51〕）は，差別

の計測が目的ならば，次の６つの労働市場内外の性差別の影響を受けてい

る属性―教育，訓練，一般的な労働市場経験年数，企業内の勤続年数，欠

勤，労働時間―を賃金関数に含めるべきではない，という。しかし，この

ような変数も賃金額を規定している以上，含めないのは誤りだろう。また，

そもそも，先に指摘したように，労働者属性の男女差には，「格差」と「差

別」が混在しているのであって，差別の影響が大きい属性を除くと，その

属性に影響している男女格差を無視することになり，男女間賃金格差を全

面的に分析しているとはいえない。

以上から，ブリンダー・ワハカ分解手法は，労働者の属性の男女差に影

響を与えている差別を軽視・無視することで，労働者属性の「格差」と「差

別」に分解することを可能としている。

３.２.３．説明変数が独立ではないという問題

回帰分析は，複数の説明変数の賃金への影響を一挙に計測することがで

きると考えられているが，これは，それぞれの説明変数が相互に影響して
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いない，つまり独立していることを前提にしている。説明変数間で相互に

影響していると，パラメータの値が著しく損なわれるという，多重共線性

の問題が発生する。男女間賃金格差にひきつけて説明すれば，年齢と勤続

年数の説明変数は，終身雇用が適用されている人は一部とはいえ，重複し

ている可能性は高い。産業と職業の相関も高いことが考えられる。多重共

線性を解消する方法はあるものの，説明変数間の独立を確保するための根

本的な解決ではない。より多くの説明変数を使うモデルでは，こうした属

性間の相互関係の可能性が高まるだろう。いずれにしても，説明変数が独

立ではないという問題は，多重回帰分析を用いるブリンダー・ワハカ分解

手法の限界である。

３.３．利用上の問題点―説明変数別の要因分解の問題―

日本における先行研究では，先に見たように，中田（1997）以降，説明

変数ごとに「格差」と「差別」に要因分解した結果，年齢に対する労働市

場の評価が男女で異なることが，日本の男女間賃金格差の決定的要因であ

るという共通した結果が出されている。

しかし，年齢や勤続年数など属性に対する評価の男女差の部分，すなわ

ち「差別」の大きさは，ダミー変数の基準に依存し変わりやすいので信頼

できない（Jones 1983, Leslie et al. 2001, Sugihashi 2003 p.198）。ダミー変

数の基準に左右されるのは，「定数項」の大きさとダミー変数の係数であ

り，要因分解で「差別」に計上される部分である。これが説明変数別に男

女間賃金格差を「格差」と「差別」に分解した先行研究が海外にない所以

である。

以上から，年齢に対する評価の男女差（「差別」）が男女間賃金格差の最

大の要因であるという日本の先行研究結果は，ブリンダー・ワハカ分解手

法に基づいている限り，実証されてはいないことになる。

男女間賃金格差の要因分解手法の意義と内在的限界
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４．おわりに

本稿は，国際的にも，国内においても最も頻繁に使われているブリンダ

ー・ワハカ分解手法を紹介し，その積極的意義と内在的限界を指摘した。

日本では無批判に利用され，受容されてきているが，この手法を使う場合，

本稿で指摘したブリンダー・ワハカ分解手法に内在する限界に配慮しなけ

れば，現実の男女間賃金格差についての認識を誤る。

もしブリンダー・ワハカ分解手法を使用し続けるのであれば，上記の限

界に十分に注意した上で，労働者属性の男女差に潜む差別を考慮し，性別

職務分離やコース制度などのそれぞれの要因について，理論的にも実証的

にも検討し説明変数として取上げ，推計結果を限定的にとらえる必要があ

る。なお，杉橋（2004）もブリンダー・ワハカ分解手法を用いて日本の男

女間所得格差を分解したが，これらの限界に配慮している。

しかしやはり，男女間賃金格差を是正するためにも，男女間賃金格差を

より正確に全面的に捉える分析方法が必要である。すなわち，ブリンダー・

ワハカ分解手法から把握できることは限られているので，それを補完する

ためにも，居城（2007〔（19）〕）が紹介しているように，Ruberyらが提唱

する「ジェンダー主流化賃金格差分析（Gender Mainstreamed Analysis of 

Pay Gaps）」にも注目してよいだろう。すなわち，男女間賃金格差の大小

を，労働市場システムや，最低賃金制度，賃金決定方法などの賃金構造な

どの国際比較研究を通じて，検討する方法である（Rubery et al. 2002）。

男女間賃金格差の大きさは，男女の生産性の差以外に，労働組合の存在，

労働協約の内容やその決定の仕方，最低賃金制度，民間・公共部門の賃金

政策，その国の男女共同参画の政策なども影響している。このような制度

的側面と男女間賃金格差をトータルに検討することも必要だろう。
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注

１） 当該手法は，杉橋（1998）で述べたように，Blinder（1973）とOaxaca
（1973）が提案した手法であるが，これらの一般的名称は国内においても
国際的にも定着していない。筆者は，杉橋（1998）以来，ILO（1993）に
ならい，「ブリンダー・ワハカ分解手法」を使用している。

２） 国連「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」の「女子に
対する差別」の定義を参考にした。

３） これら分解された２つの部分に関する名称は国際的にも国内でも共通して
いない。日本における先行研究では，労働者の属性の男女差による賃金格
差部分を，「属性格差」，「要素量差」，「説明される賃金格差」，「格差」と呼ぶ
こともあり，属性の差によって説明されない賃金格差部分を，「非属性格
差」，「要素価格差」，「説明されない賃金格差」，「差別」というものもある。
現在のところ適切な表現はないと思われるので，本稿では，当初使われて
いた「格差」と「差別」を用いる。

４） 筆者は，ブリンダー･ワハカ分解手法の限界・問題点について，杉橋（1998）
で最初に検討し，Sugihashi（2003）においてさらに英国を中心に欧米の先
行研究のサーヴェイに基づいて再検討した。本稿は，これらを踏まえた上
での再論である。

５） 「インデックス問題」の解決方法については小川（2006）がその理論的前
提を含めて詳しく概説し，この解決方法を利用する際には「それがベッカ
ー的な差別論や雇用主の効用最大化行動を前提として根拠付けられている
ことに十分注意すべきである」と指摘している（p.240）。

６） 一連の図は，Goldin（1990, p.85）に記載された２つの図を参考にSugihashi
（2003）が作成した。

７） ブリンダー・ワハカ分解手法を利用するには賃金統計のミクロデータが必
要である。日本では，一部の総務省管轄の統計を除き，基本的に政府統計
のミクロデータは公開されていないこともあって，ミクロデータが公開さ
れている欧米諸国に比べ，ブリンダー・ワハカ分解手法を用いた研究は少
ない。

８） 中田（1997）以前の先行研究の概要については，杉橋（1998）を参照され
たい。

９） この変数は，純粋に就業経験を示すわけではなく，失業や専業主婦なども
含めるので，問題が残る，と川口氏自身が認めている（p.77）。

10） 現在厚生労働省のホームページに公表されている推計結果は，復元倍率に
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A Virtue and Inherent Limitations in the Blinder-Oaxaca 
Decomposition Technique

Yayoi SUGIHASHI

《Abustract》
The purpose of this article is to examine both a virtue and inherent 

limitations in the Blinder-Oaxaca Decomposition Technique, the most 
popular econometric method for analysing gender wage differentials. The 
technique is used to decompose the gender wage gap into two parts: the 
gender differences in endowment and the differential remuneration of that 
endowment. The second part is assumed to reflect ‘discrimination’. The 
method has a virtue in quantifying the differences in characteristics and 

‘discrimination’ within the gender pay gap. However, there are some 
critical limitations that are inherent in the method. (1) The extent of the 
gender differences and the extent of ‘discrimination’ depend on variables 
included in the wage equations. (2) The technique ignores discrimination 
within or outside the labour market, or women’s reaction to discrimination 
in the workplace, thereby decomposing the gender pay gap into two parts. 
In other words, the Blinder-Oaxaca decomposition method implicitly 
assumes that wage gaps arising from differences in endowment are 
separate from those arising from labour market discrimination. The 
inclusion of variables that reflect labour market discrimination, such as 
occupational segregation, increases the estimated effect of ‘gender 
difference in endowment’ and decreases the estimated effect of 

‘discrimination’ (3) The explanatory variables are not independent, which 
causes some degree of multicollinearity. (4) Breaking down the gender pay 
gap by individual variables is misleading since the size of the constant and the 
contribution of the dummy variables in the unexplained portion of the model are 
influenced by the choice of the base categories for the dummy variables.


